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第 10 節 再生・保全・利用のための制度及びラムサール条約への登録促進 
三番瀬の再生・保全には、県民、地域住民、漁業関係者、環境保護団体、

専門家、国、県、市等の関係者が連携した息の長い取組が必要です。 
この取組を支えるために、三番瀬の再生・保全・利用の基本理念、各主体

の役割、再生計画、再生事業、三番瀬の保全・利用に関するルール、三番瀬

再生会議の設置等を明確にした条例の制定を目指します。 
また、三番瀬には、湿地及びその生態系の保護と湿地の賢明な利用

を目的とするラムサール条約（特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿

地に関する条約）の登録基準を満たす数多くの水鳥が渡ってきます。豊かな

生態系を未来の世代にまで残すために、関係者の合意のもとでラムサール条

約への登録を促進し、既にラムサール条約湿地となっている谷津干潟との連

携を図りつつ、三番瀬の再生・保全を進めることを目指します｡ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（三番瀬の水鳥） 
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